
 

 

 

（理事及び監事の任期）                                 

 第２７条   理事及び監事の任期は議員の任期とする。                 

    ２   理事及び監事は、その任期満了の日前に議員の資格を失ったときはその資格を 

        失う。 

    ３   理事及び監事に欠員を生じたため新たに選挙された理事及び監事の任期は、前任

        者の残任期間とする。 

    ４     理事の定数に異動を生じため、新たに選挙された理事の任期は、現に理事である

        者の任期満了の日までとする。 

        ５     理事及び監事は、第１項の規定にかかわらず任期満了後であっても、後任者が就

        任するまでその職務を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付則） 

   １．第２４条の規約を第２７条に変更し、また条文の一部を変更追加し、認可の日から施行 

    し、平成１５年４月１日から適用する。               

 


